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（午前１０時０２分 開会） 

○企画調整課長 それでは、時間になりましたので、まだＷＥＢのほうで入られていない

委員がいらっしゃいますが、開催に当たりまして、事務局より、まず御案内をさせていた

だきます。  

 事務局を担当しております消費生活部企画調整課長の阿部でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。着席にて発言させていただきます。  

 本日は、集合・オンライン併用の方式として開催させていただいております。それぞれ

マイク等の操作について御説明いたします。  

オンラインで御参加の皆様におかれましては、発言される際以外はマイクをオフにしてい

ただきますようお願いいたします。会長から指名があった際にはマイクをオンにしてお話

しください。  

 なお、委員・専門員以外で御参加の皆様、傍聴の皆様は、会議中はマイク、カメラとも

にオフにしていただきますようお願いいたします。  

 音やカメラについて不具合が生じた際には、一旦、会議から退出していただき、再入室

を試みていただきますようお願いいたします。再入室をしても改善されない場合につきま

しては、あらかじめお伝えしております緊急用の電話番号に御連絡をお願いいたします。  

 会場にお越しの委員の皆様におかれましては、発言の際には、お近くのマイクを御使用

ください。発言時にマイクの電源をオンにしていただき、御発言終了後はオフにしていた

だくようにお願いいたします。また、マイク御使用の際には、オンライン出席の皆様にも

声が届きやすいよう、恐縮ですが、マイクを口元に近づけてお話しくださいますようお願

いいたします。  

 本日の会議資料につきましては、会場の皆様にはタブレットにて閲覧をお願いしており

ます。タブレットの操作など、御不明な点がございましたら、近くの職員まで声をかけて

いただければと思います。  

 御案内は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○消費生活部長 都庁会議室の皆様、またオンラインで御参加の皆様、本日はお忙しい中、

出席を賜りましてありがとうございます。  

 本審議会の事務局を担当しております東京都生活文化局消費生活部長の志村でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

 開会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。  

 今年度は令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間といたします、東京都消費

生活基本計画の３年目、ちょうど真ん中となります。本日の総会では、昨年度の取組の主

な実績や今年度の取組予定を御報告させていただきますとともに、現在の基本計画策定後

の消費生活の動向、趨勢等を踏まえまして、次期の計画改定を見据えた方向性の検討とい

うことを、その進め方について御説明させていただきたいと思っております。  

 急速なデジタル化の進展、ＳＤＧｓ達成に向けたニーズの高まりといった社会情勢の変
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化の中、引き続き都民の消費生活の安全安心を確保する施策を着実に推進してまいります

とともに、都民一人一人に日々の消費行動を通じて、より豊かな消費生活の形成に参画し

ていただけるような取組を検討・実施してまいります。  

 委員、専門員の皆様には幅広い見地から忌憚のない御意見、御助言を賜りますようお願

いいたします。  

 簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしく

お願いいたします。  

 それでは、議事の進行は本審議会の会長にお願いしたいと思います。  

 鹿野会長、よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 承知しました。  

 ただいまより、第２８次東京都消費生活対策審議会第２回総会を開会させていただきま

す。  

 本審議会の会長を務めます鹿野でございます。本日、私が進行を務めさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

 事務局から本日の委員の出席状況と定足数及び会議の公開について御報告があります。  

よろしくお願いします。  

○企画調整課長 本日の出席状況について御報告させていただきます。  

委員の生駒委員、川地委員、牧野委員、本橋委員、平委員からは事前に御欠席との御連絡

をいただいております。また、ＷＥＢで参加御予定の北村委員につきましては、ＷＥＢで

の参加が遅れております。  

 現在、御出席いただいております委員の方は、会場に１３名、オンラインで９名、また、

委任状を御提出いただいた先生が１名いらっしゃいますので、委員総数の半数以上御出席

いただいております。東京都消費生活対策審議会運営要綱第６に定めます定足数に達して

おりますことを御報告申し上げます。  

 また、本審議会につきましては、原則公開としております。総会の内容につきましては、

都のホームページ等に掲載し公表させていただきますことをあらかじめ御了承いただきま

すよう、お願いいたします。  

 以上でございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 それでは、続きまして、事務局から前回の総会以降に委嘱されました委員の御紹介及び

幹事・書記の御紹介をお願いします。  

○企画調整課長 第１回総会以降に御就任いただきました委員の皆様を御紹介申し上げま

す。資料１の委員・専門員の名簿を御覧いただければと思います。  

 お名前をお呼びいたしますので、マイクをオンにして御発言いただけると、大変助かり

ます。また、紹介が終わりましたら、マイクはオフにしていただきますようお願いいたし

ます。  
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 名簿順で御案内申し上げます。  

 まず、本橋委員でございますが、先ほど申し上げたように、本橋委員は、本日御欠席と

いうことでございます。  

 慶野委員でございます。  

○慶野委員 慶野です。よろしくお願いいたします。  

○企画調整課長 松永委員でございます。オンラインでの参加でございます。  

○松永委員 よろしくお願いします。  

○企画調整課長 同じくオンラインで御参加、平澤哲哉委員でございます。オンラインで

御参加の平澤先生、すみません。音声が届きづらいようなのですが、マイクのほうは入っ

ていらっしゃいますでしょうか。  

 申し訳ありません。後ほどお声がけさせていただきます。  

 第２８次審議会の幹事・書記でございますけれども、資料２にて幹事・書記名簿の配付

をもって紹介に代えさせていただきます。  

 以上でございます。  

○鹿野課長 ありがとうございました。  

 次に、事務局から本日の資料の確認をお願いします。  

○企画調整課長 本日の資料の確認をさせていただきます。  

 会場の皆様は、お手元のタブレットから御覧いただきますようお願いします。  

 最初に、次第がございまして、その後、  

資料１ 委員・専門員名簿  

資料２ 幹事・書記名簿  

資料３ 東京都消費者教育推進協議会名簿  

 資料４ 東京都消費生活基本計画現行計画２年間の主な実績  

 資料５ 東京都消費生活基本計画令和７年度の取組予定  

 資料６ 東京都消費生活基本計画の次期改定に向けた方向性の検討について  

 資料６－２  検討部会委員名簿（案）  

 資料７ 東京都消費生活条例の食品表示に係る告示について  

 資料７－２  東京都消費生活条例の食品表示に係る告示について  業界団体等からの提

出資料  

 資料７－３  東京都消費生活条例の食品表示に係る告示について  補足資料  

 また、その他、参考資料といたしまして、  

①「東京都消費生活基本計画」具体的施策取組状況調査票  

②「東京都消費生活基本計画」（令和５年度～令和９年度）  

となっております。よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 それでは、ただいまから議題に入りたいと思います。  

 本日は、議題及び報告事項が合わせて三つございます。まず初めに、（１）と書かれて
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いる東京都消費生活基本計画の進捗状況等について、続いて（２）東京都消費生活基本計

画の次期改定に向けた方向性の検討について、これらについて御議論いただきます。  

 最後に、報告事項ですが、東京都消費生活条例の食品表示に係る告示について御報告い

ただきます。  

 まず、議題１について、事務局から御説明をいただき、意見交換を行いたいと思います。  

それでは、早速ですが、事務局より御説明をお願いします。  

○企画調整課長 それでは、引き続きまして、事務局から着座にて御説明させていただき

ます。  

 議題１でございます。東京都消費生活基本計画の進捗状況等について、資料４及び資料

５に基づき一括して御報告いたします。なお、御議論いただく時間を長く取りたいと考え

ております。ポイントを絞っての説明とさせていただきます。  

 資料４でございますが、現行の基本計画に基づく主な取組について、令和５年度からの

実績をまとめたものでございます。基本計画に定める五つの政策分野に沿って構成してお

ります。資料４①に政策分野をインデックス的に記載し、資料４②以降に具体的な事業を

記載しております。  

 それでは、資料４②から御覧いただければと思います。政策１、消費者被害の未然防止

と拡大防止に関する実績でございます。  

 「東京くらしＷＥＢ」の活用など「伝わる情報発信」に努めるとともに、社会情勢を捉

えた注意喚起も機動的に実施しております。  

 令和６年度には悪質ホストクラブ等に関連する消費者被害に関しまして、若年層に知名

度のあるタレントを活用したＣＭ動画を制作しまして、ホストクラブなどの多い新宿歌舞

伎町の街頭ビジョンで放映いたしております。年代などの属性に応じまして、様々な媒体、

手法を活用、工夫しながら注意喚起や情報発信を実施しているところでございます。  

 次のページでございますが、高齢者の見守りによる消費者被害の防止と早期発見の実績

でございます。  

 見守りネットワークにつきましては、既に全ての区市町村に構築されており、充実強化

に向けた支援を実施しております。また、消費者安全法に基づきます消費者安全確保地域

協議会につきましても、設置促進に向けて各区市町村への支援を実施しておりまして、先

月末現在で１５区市が設置済みとなっております。  

 都内の消費生活相談窓口に寄せられる相談の約３分の１は６０歳以上の方からのものと

なっております。東京都では、このページの下段にありますように、消費生活総合センタ

ーに高齢者のための専用相談・通報受付体制を整えまして、高齢者からの相談に迅速に対

応するように努めているところです。  

 資料４④から⑦は政策２、不適正な取引行為等の排除と健全な市場の形成に係る実績で

ございます。  

 東京都では法や条例に基づきまして、不適正な取引行為を行う事業者に対して調査を行
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いまして、指導・処分などを実施しています。  

 資料４④に業務停止命令等の件数、主な業務停止命令処分案件を記載しております。ま

た「東京くらしＷＥＢ」に開設しました悪質事業者通報サイトを通じまして、不適正な取

引行為の情報について、都民などからの通報を受け付けているところでございます。  

 資料４⑤には、寄せられた通報の状況及び通報を基に処分・指導などを行った件数を掲

載しております。  

 資料４⑥は、インターネット広告の監視について掲載しております。不当なインターネ

ット広告への対応力を強化するため、弁護士やＷＥＢ専門家などによる助言員チーム「東

京デジタルＣＡＴＳ」を令和５年度に発足しております。令和７年３月には地方自治体と

して初めてとなるステルスマーケティング告示に該当する不当表示について措置命令を実

施したところでございます。  

 資料４⑦は健全な市場の形成に向けた取引でございます。不適正な取引行為の防止です

とか、広告表示の適正化に向けましては、東京都が的確な事業者指導、処分等を実施する

ことも、もちろん必要でございますけれども、事業者による法令遵守に向けた取組を促進

していくということも重要だと考えています。専門家の皆様の御協力をいただきながら講

習会を実施しているところです。  

 資料４⑧及び⑨ですけれども、大きな政策３、消費生活の安全・安心の確保に係る実績

となっております。  

 東京都では消費者庁や消防庁の情報、ヒヤリ・ハット経験などの事例調査などから情報

を収集するとともに、関係機関と情報を交換しております。こうして収集しました情報を

基に調査・分析を行いまして、都民への注意喚起を積極的に実施するほか、業界団体への

改善要望なども実施しています。  

 令和６年度に実施しました傘の安全性に関する調査に関しましては、傘がぶつかったと

きにどのぐらいの衝撃が発生するのかというのを実験した映像を公開したところ、全国ネ

ットのテレビ局だけではなく、地方のテレビ局にも取り上げていただくなど、大きな反響

がございました。  

 資料４⑩から⑰でございますが、政策４、消費者教育の推進と持続可能な消費の普及に

係る実績でございます。  

 令和２年度に消費生活総合センターに設置しました消費者教育コーディネーターの活動

範囲を令和６年度は大学などにも拡大しまして、学校からの要望に合わせた提案を行うほ

か、質問・相談に対してワンストップで対応しているところでございます。また、生徒・

学生だけでなく、教員向けの情報発信なども引き続き実施しております。  

資料４⑪の下段に、若者の消費者被害をテーマとしたＣＭシナリオ・動画コンテストにつ

いて掲載しております。毎年度、工夫を凝らしながら事業を実施しているところでござい

まして、昨年度の応募総数は８，０００件近くまで増加しております。  

 昨年度に作成しましたＣＭにつきましては、ＹｏｕＴｕｂｅでの総再生回数４６万回以
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上となるなど、通常の行政の広報ですとか、啓発活動、啓発動画とか、そういったものに

なじみのない層にリーチできたのではないかと考えているところです。  

 資料４⑫及び⑬は、昨年度の本審議会での御議論を踏まえて実施しました学生によるミ

ーティング企画についてです。  

 都内の大学生たちに声をかけまして「これからの消費社会の主役として、どう行動する

か」ということをテーマとして、４チームに分かれて議論をした上で提言として取りまと

め、その内容を基に大学の広告研究会の学生が普及啓発用のポスターを作成するという企

画でございます。  

 資料４⑬に４チームの提言と、それを基に作成したポスターを掲載しております。今後、

これらのポスターにつきまして、都立施設ですとか、デジタルサイネージなどで発信して

いこうということを考えているところです。  

 資料４⑭は、各種講座などの実績、また⑮は、作成した消費者教育用教材について掲載

しております。  

 資料４⑮上段に掲げましたＷＥＢ版消費者教育読本「ちえとまなぶのず～っと役立つお

金の話  ～キャッシュレス決済に挑戦してみよう！～」というのがございますが、こちら

につきましては、公益財団法人消費者教育支援センターが主催する消費者教育教材資料表

彰２０２５におきまして消費者庁長官賞を受賞しております。  

 資料４⑯には、消費者団体との協働で実施している、くらしフェスタ東京の開催実績、

また東京都計量検定所における普及啓発活動の実施について掲載しております。  

 資料４⑰でございますが、持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進として、エ

シカル消費の普及啓発に関する実績を掲載しております。  

 エシカル消費に関する取組を推進するパートナーについて、引き続き公募を行うととも

に、パートナー企業の連携を強化するカンファレンスなどを実施しまして、多数の参加を

いただいております。また、パートナー企業同士が連携したエシカル消費の取組が生まれ

るなど成果も上がっているところでございます。  

 資料４⑱及び⑲は、政策５、消費者被害の救済に係る実績でございます。  

 ⑱には令和６年度に消費生活総合センターで受け付けた相談の状況について速報値を掲

載しております。  

 ⑲下段には、都民の消費生活に著しい影響を及ぼすなどの紛争などについて、あっせん

や調停を行う消費者被害救済委員会の実績について掲載しております。  

 ここまでが資料４でございます。  

 引き続き、資料５に基づきまして、本年度の主な取組について御報告申し上げます。  

 資料５①につきましては、項目を一覧としたものでございますので、資料５②から御覧

いただければと思います。  

 資料５②につきましては、先ほど資料４のところでも触れましたけれども、不当なイン

ターネット広告への対応力を強化するために、令和５年度に発足しました「東京デジタル
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ＣＡＴＳ」に関する取組を記載しております。  

 ＡＩを含めましてデジタル技術の進展の速度はとても早くなっています。インターネッ

ト広告は、今後、引き続き拡大、多様化が見込まれるところでございます。広告の内容と

実際の商品の金額が違っていたというような従来からあるトラブルだけではなく、アプリ

を利用した新たな手口ですとか、ターゲティング広告の増加、またはアフィリエイト広告

に見られるような複数の事業者の関与などによりまして、東京都が調査などを行う際の追

跡や保存した再現なども困難な状況になっています。  

 不当なインターネット広告への対応を強化していくためには、最新のデジタル技術など

に関する高度な専門知識がますます重要になってくると考えているところでございます。  

 こうしたことを踏まえまして、今年度の取組として、今、ネット広告で何が問題なのか

ということをテーマとして東京デジタルＣＡＴＳの先生方の御助言を得ながら情報発信を

強化することで、ネット広告に対して社会の厳しい目が向くようにしていきたいと考えて

いるところでございます。  

 資料５③につきましては、消費者教育コーディネーターの活用促進でございます。  

 先ほど、消費者教育コーディネーターの活動範囲を拡大してきたということを御説明し

たところでございますが、消費者教育コーディネーターにつきましては、消費生活総合セ

ンターが持つ教育コンテンツを活用しながら、学校からの要望に合わせ、様々な提案をし

てまいりました。  

 今年度の取組としまして、東京都教育委員会との連携強化を図りまして、高校や中学を

はじめ、特別支援学校などへの働きかけも推進していくということを考えているところで

ございます。  

 また、資料５④につきましては、大学や専修学校等を対象とした取組でございます。例

えば、新入生ガイダンスでの出前講座などの実施や、学園祭でのブース出展などを提案い

たしまして、大学や専修学校等と連携した若者への消費者教育の強化を図っていくという

ことに取り組んでおります。  

 資料５⑤につきましては、若者参加型事業として実施しておりますＣＭシナリオ・動画

コンテストでございます。先ほど申し上げましたように、大きな成果を上げている事業で

ございまして、今年度の一般公募は既に開始しているところでございます。引き続き着実

に実施してまいりたいと考えています。  

 資料５⑥－１から⑥－４までは、ＴＯＫＹＯエシカルに関する取組でございます。  

 ＴＯＫＹＯエシカルでは、プロジェクトに賛同したパートナー企業などと連携した取組

を展開しておりますが、消費者の具体的な行動につなげていくためには、都民に対するさ

らなる普及啓発と理解の促進が必要と考えているところでございます。  

 こうしたことを踏まえまして、今年度は新たに二つの取組を実施しています。一つはパ

ートナー企業等に向けた取組としての助成事業、もう一つは消費者に向けた取組としての

アクションコンテストでございます。  
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 資料５⑥－２は助成事業についてまとめたものでございます。  

 パートナー企業等が連携して実施する都民のエシカル消費の認知度向上等の事業を対象

としまして、一事業あたり３０万円を上限に対象経費の２分の１を助成するというもので

ございます。  

 二つ目のアクションコンテストにつきましては、資料５⑥－３に掲載しております。  

 小学校４年生から６年生を対象としまして、エシカルに関するイラストを募集し、その

中から１２作品を選んでカレンダーを制作します。制作したカレンダーについては都内の

全小学校に配布するという企画でございます。対象となる学年につきましては、環境問題

ですとかＳＤＧｓの学習の始まる時期であることなどを踏まえて設定しております。  

 また、資料５⑥－４は、新規事業ということではございませんが、キャンペーン等につ

いて掲載するというもので、本年度のスケジュールを掲載しております。  

 以上、長くなりましたけれども、資料４及び資料５に基づきましての報告でございまし

た。なお、基本計画は庁内の各局における具体的な取組を掲載しております。取組状況及

び今年度の取組予定につきましては、本日の参考資料にまとめてありますので、後ほど御

覧いただければと思います。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

  ただいま、資料４と５に基づき基本計画の進捗状況及び本年度の取組予定について御説

明をいただきました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等がございました

ら、お願いいたします。  

 なお、少々時間が押しておりまして、当初１０時３０分頃までということを予定してい

たのですが、あまりにもそれでは短いと思いますので、意見交換を１０分程度取らせてい

ただきたいと思います。  

 オンライン参加の委員で発言される場合には、挙手ボタンをオンにしていただければ私

のほうで指名させていただきますので、その際はマイクをオンにして御発言ください。  

 それでは、いかがでしょうか。  

 原田委員、お願いします。  

○原田委員 御説明ありがとうございました。ＥＣネットワークの原田と申します。  

 令和５年から９年までの３年目ということですけれども、これからの取組もそうですが、

始まった令和５年と今とで全然違う背景がございまして、これは何かというと、ちらっと

出てきましたけれども、いわゆるＡＩの進化ということがものすごく進んでいるわけなん

です。  

 去年の今ぐらいは使い物にならなかったんですけれども、今ぐらいになると、結構、消

費者相談とか消費者問題に関しても、法的にも正しい知識をきちんと答えてくれたりとか

するというようなところで、急速にＡＩを使う消費者も増えてきておりますし、逆に言う

と、学校さんとかは、そういったＡＩを使って子供たちが作文とか絵とかを平気で作っち
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ゃうのをどれだけファクトチェックするのかというのも先生の大きな課題になってくると

いうような、それぐらいの世界に急に進んでしまったというようなところがあります。  

 なので、例えば、いろいろな啓発事業をしているのですが、やはり、消費者相談がなか

なか減らないというのは、特にネットの分野は消費者と事業者との間で技術力に物すごく

差があって、そこがＡＩを含めることでさらに広がっていくということで、悪質な広告も

そういったＡＩを使って、前よりさもというような情報が出始めると、より消費者のリテ

ラシー、ファクトチェックというような知識がなくてはならない。さらに底上げが必要な

状況になってきているのだろうと。  

 とはいえ、利用するのは非常に便利な道具でもございますので、消費者啓発とか消費者

教育にも、こういったＡＩを活用するというのもいい視点ではないのかなという感じで、

令和５年から９年の間にすさまじくＡＩが進化しているというところを課題点として入れ

ておくというのはいいんじゃないかなというふうに思います。  

○鹿野会長 御意見ということですが、事務局からございますか。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 まさにＡＩ、デジタル化はどんどん技術が進行し、新たな課題が出てくるというのは、

非常に重要なことだと思っております。それに関しましては、この後、議題２のほうで、

次の基本計画の改定について、またいろいろ御意見を伺いたいと思っております。次の計

画のときに、もちろんＡＩ、デジタル技術も取り入れていかないといけませんし、今でき

ることもやっていかなければいけないというふうに考えております。ありがとうございま

す。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 柿本委員、お願いします。  

○柿本委員 柿本でございます。具体的な取り組み内容が良く確認できました。御説明、

ありがとうございました。  

 コメントでございます。資料４⑪、ＹｏｕＴｕｂｅの再生回数、資料５②、デジタルＣ

ＡＴＳ及び、⑤のＣＭシナリオ・動画コンテストなど、今、原田委員がおっしゃったこと

と相まって、子供たち、青少年に向けて、実効性の高い、効果的な取組が進むように、よ

り進化した形で取り組んでいただきたいと思います。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 よろしいですか。それでは、事務局にもお願いしたいと思います。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 それでは、藤田委員から、その次に会長代理ということでお願いします。  

○藤田委員 弁護士の藤田でございます。  

 私のほうから意見という形で述べさせていただければと思っております。  

 令和７年度の主な取組予定ということで、政策１のところの消費者被害の未然防止及び
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拡大の防止の中の一つとしての、高齢者の見守りについての話をさせていただければと思

います。  

 私のほうで実務家弁護士として、高齢者の消費者被害について日々対応しているという

立場ではあるのですが、ここに書かれている消費者安全確保地域協議会の設置がまだ不十

分かなと思っております。  

 私は不動産の押し買い被害というのに日々取り組んでおりまして、近時では国会などで

も議題として挙がっているような状況ではあるのですが、いまだにこの被害が防げていま

せん。なおかつ、業者のほうも増えるばかりという状況です。  

 この問題は、なぜこういうふうになってしまうのかというのは、近時の事例を例にする

と、今年に入って介護保険が切れてしまった方がいまして、８８歳の単身独居の方なんで

すけれども、消費者被害、押し買い被害ですね、不動産業者が訪問して不動産を買い取っ

てしまうという被害がありました。  

 市場価格よりも半額以下という金額での買取りなどが被害の実態としてはあるわけなの

ですが、介護保険が切れた中で、見守りが切れてしまっているという状況で、そういう悪

質な不動産業者が接近し、当初は人の目が入ることによって防げていたとは思うのですが、

それがかなわなかった、切れてしまったというところで被害に遭ってしまい、今、私のほ

うで対応しているという案件があります。  

 福祉のほうで対応してもらえませんかと、見守りしてもらえませんかとお願いすると、

介護保険の申請の手続だけはできますみたいなことを言われてしまうのです。福祉だけに

任せてしまうと、そういう形になってしまう。  

 地域包括支援センターなどに相談をしても、見守りというのはどこまでやるのでしょう

か、みたいなことを言われてしまう。家に行くと、生活ゴミが山積みになっています。最

近だと、気温が高くなってくるので、エアコンが入っていないのですね。暑さ寒さを認知

できなくなってしまっている方もいて、本当に見守りしないと駄目なんだよ、といってい

るのですが、なかなか福祉も動いてくれない。仕組みとして、福祉や消費者被害といった

視点で見守りというものをしっかりとつくるべきではないかと思っています。  

 今回の資料の中でも見守りネットワーク構築完了と書いてありますけど、消費者安全確

保地域協議会は、現状、消費者庁が発表しているのは東京都内で１５自治体ですね。まだ

まだです。  

 ですので、これを各自治体において設置する。東京都は、じゃあ、どうすればいいのか

ということなんですが、東京都のほうの情報網や、東京の権限を利用して、司令塔のよう

な形で、市町村に色々な情報の提供をし、例えばモデル事業のような形で、よくなされて

いる取組があるのであれば、そういったものを紹介しつつ、東京都のほうで取り組んでい

ただければと思っています。  

 理想を言うと、この間、消費者庁の方と意見交換したんですけれども、地域包括支援セ

ンター、これは福祉の関係ですけれども、それが設置されている単位ぐらいの小さな範囲
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内の中で作っていただくのがいいんじゃないかなと思っています。  

 消費者庁のアンケートにもありましたけれども、年に１回しかやっていないというのが、

今、消費者安全確保地域協議会の実態ということのようなのですが、情報の共有しかやっ

ていないという状況もあると思いますので、そうではなくて、大きな中の小さな部分とい

うのを作っていって、その中で月１回でもいいので、そういう会議を作っていただいて、

消費者の見守りということで、高齢者の方は自分では相談できませんので、第三者が見守

らなければいけないというところを構築していただいて、ぜひ、高齢者の消費者被害の減

少、未然防止について、真摯に取り組んでいただければと思っています。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 藤田委員からは高齢者の消費者被害の実情、問題点を御指摘いただくとともに、御提言

をいただいたわけなのですが、事務局から一言、ありますか。  

○企画調整課長 見守りネットワーク、消費生活センターの取組について御説明します。  

○消費生活総合センター活動推進課長 消費生活総合センターでは、例えば、地域協議会

の設置促進に向けて、現行の見守りネットワークをベースに、見守り人材向け出前講座で

すとか、それから、区市町村における消費生活部門と福祉部門の連携強化、好事例などを

取り上げながら、各区市町村にアプローチを続けているところでございます。  

 ただ、今、藤田委員からお話がございましたように、東京都の区市町村の見守りネット

ワークの特性として、多くが福祉のネットワークをベースに、そこに消費者被害防止の機

能を備えてもらうと、こういう形になっていますので、どうしても福祉のケースワークで

すとか、それから要支援者へのアプローチ、これがベースになっております。  

 したがって、なかなか、今の藤田委員の例にもあったように、福祉の機能が一旦途切れ

てしまったり、あるいは若干弱まったりした状況の中において、消費者被害防止の観点が

どうしても届きにくくなる、そういう観点で要支援者を見ていただく目が、どうしても弱

くなってしまいがちになるということがございます。  

 一方で、消費者被害防止のために、例えば、消費者庁から必要な法整備が、国のほうで

必要な法整備がされ、その法整備に基づく通知が消費生活行政部門のほうには流れてきま

す。消費者被害にかかわらず、もっと広く申し上げれば、いわゆる様々な困難を抱える方

を地域の中で救っていこうということで、重層的支援体制というものの法整備、あるいは

通知で用意されています。  

 こうした様々な情報、地域における要支援者を守っていくための様々な情報が、内閣府、

消費者庁、それから、場合によっては農林水産省ですとか、様々なところから都道府県に

流れてくるわけですけれども、これがどうしても区市町村の高齢者見守りネットワークの

性格とマッチしないという状況があるので、こういった要支援者を守っていくための制度、

それから、取りわけ消費者被害防止のための制度を生かしていくためには、こうした様々

な用意された仕組みをどう区市町村に届けていくか、この辺が課題になっていると痛感し

ております。  
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○鹿野会長 ありがとうございます。  

 ぜひ頑張っていただきたいと思います。  

○藤田委員 １点だけよろしいですか。取組の事例を紹介していただいて、ありがとうご

ざいました。社会福祉法によって重層的支援体制というのが福祉の関係ではできてはいま

すが、消費者安全確保地域協議会の、私が今一番いいなと思っているのは、警察も関わっ

ていたり、金融機関も関わっていたりというところがあります。  

 この間も押し買い被害について警察に行ったんですけれども、高齢者の方はなかなか記

憶が定着できないので、どういう犯行だったのかというのが特定できないという点で、警

察の対応もなかなか難しいという話はあったのですが、ただ、その後の支援について警察

が動いてくれたというところで、本人も警察が来ると安心するというところもあって、そ

ういう連携が取れるというところで、消費者安全確保地域協議会というのは機能するので

はないかなと思っていますので、ぜひともさらに機能拡大ということで検討いただければ

と思っております。  

○鹿野会長 貴重な御意見、ありがとうございました。  

 既に時間が経過しているのですが、先ほどから平澤会長代理がお手を挙げていらっしゃ

いましたので、それでは、平澤委員、できれば手短にお願いします。  

○平澤（慎）会長代理  分かりました。手短に。  

 消費者教育コーディネーターの活動を紹介していただきました。ありがとうございます。  

 さらに充実しているということで、これ自体は非常にいいことだなと思っているんです

けど、消費者教育の関係を見る中で、今、昨年度からできている金融経済教育のお話が今

回の報告には、取組の中には出ていなくて、一方で具体的施策取組状況・取組予定調査票

の中の４－２－１８にファイナンシャル・ウエルビーイングの実現に向けた支援というと

ころがあって、これが金融経済教育の話なのかと思いました。  

 それで、この調査票を見ると、令和７年度については、個人のファイナンシャル・ウエ

ルビーイングの実現に向けた支援を実施するということが書いてあって、特に学校への講

師派遣の話とかはこの枠には入っていませんけれども、実際にはそれもやっているはずか

と思いました。それから、金融経済教育自体は消費者教育の中にも位置づけられる、ある

いは金融経済教育が単なる資産形成のテクニックを指導するようなものではあってはいけ

ないのではないかというふうに思っていて、その辺りの消費者教育としての金融経済教育

への関わりというのを、去年の８月から本格稼働したＪ－ＦＬＥＣの動きも踏まえて確認

したくて質問します。なお、意見としては連携してやってほしいということになります。  

○鹿野会長 それでは、御質問ということなので、どなたにお答えいただけますか。  

○企画調整課長 消費者への啓発事業に関して、消費生活センターから御説明します。  

○消費生活総合センター活動推進課長  センターの、今、平澤先生から御指摘いただいた

関連の事業として、例えば、本日の資料４⑮に示してございますとおり、「ちえとまなぶ

の役立つお金の話」というのを教材として用意しながら、各学校等にお使いいただいてい
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るという状況でございます。  

 いわゆる金融経済教育というのは、特に力が入れられたのが所得倍増計画のタイミング

かと思いますけれども、実はそれ以前からこうしたお金に関わる消費者教育、あるいは家

計に関わる消費者教育というのはセンターにおいて実施してきております。  

 今後、Ｊ－ＦＬＥＣが設立されたということもあって、ややといいますか、所得倍増の

視点もかなり社会的には強まっているのかなと思いますので、その辺は、今我々、そうし

た視点での消費者教育、金融経済教育というのは、ある意味、センターとしては実施して

おりませんけれども、今後、東京都の新しい消費生活の基本計画の中で、どのように整理

されていくのかというのは、一つ課題になり、それに基づいて実施していくことになろう

かと思います。  

 とはいえ、我々は消費者被害防止の観点から、様々な消費者教育を実施していっている

という立場でございますので、新しい方向性、いわゆる所得倍増的な方向性については、

センターとしては現時点では考えていないという状況でございまして。  

 いわゆるスタートアップのような組織、経済の観点から東京の力を向上させていこうと

いう、そういう部局がございますので、そちらのほうで、いわゆる攻めといいますか、所

得増の部門については、ブレーキもかけつつ、新しい教育なりが予定されているのではな

いかと思っております。  

○鹿野会長 平澤委員、よろしいですか。  

○平澤（慎）会長代理  ありがとうございます。  

 私のほうは、新しい動きに向けた対応をすべきではないかというよりは、新しい動きが

資産所得倍増プランの方向に引っ張られ過ぎて、投資偏重になっちゃうといけない、そこ

について十分、さっきブレーキという話もありましたけども、ブレーキまで行かなくても

いいのかもしれませんけども、十分配慮していただきたいという意見でございました。  

○岡崎専門員  東京都金融広報委員会では、Ｊ－ＦＬＥＣ、金融経済教育推進機構から研

修を請け負っておりまして、Ｊ－ＦＬＥＣの講師及び認定アドバイザーの研修を行うとい

うことを請け負っております。  

 昨年度１月２２日に開催しました都内在住の全対象者に対する研修、１３０名対象で、

９０名が参加したんですけども、こちらのメインの講師を、ただいま御発言いただきまし

た野口課長、当時、消費生活部企画調整課長でいらっしゃいましたけれども、消費者トラ

ブルの最新の情報を講義いただくというコマを設けまして、認識を深めていただいており

ます。  

 Ｊ－ＦＬＥＣでも資産形成だけではなく消費者トラブルも含めまして、生活設計、家計

管理等々につきまして全般的に活動していくということを定めておりますので、その方針

の下で東京都様とも密に連携させていただいておりますということを申し上げます。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 岡崎専門員からは、補足として、投資偏重にならないように、むしろ消費者という観点
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からの教育を推進しているという御説明がありました。  

 平澤委員、よろしいですか。  

○平澤（慎）会長代理  はい。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 次の議題に入るというふうに申していたのですが、原委員からお手が挙がっておりまし

て、原委員は所用のため途中退席の必要があるということですので、ここで原委員から御

発言をいただきたいと思います。お願いします。  

○原委員 ありがとうございます。原純子です。  

 大変な、このような多岐にわたっての取組、お疲れさまです。本当にすばらしい取組を

されていると思います。  

 消費者被害の救済についてちょっとお話ししたいんですけれども、資料４⑱のページで

見ますと、消費生活総合センターの生活相談が大変増えていまして、本当に深刻な事例な

どの専門的対応が求められているというふうに思います。日々の取組に敬意を表します。  

 それで、どうしても気になるのが、ここで働いている皆さんなのですけれども、会計年

度任用職員での募集などが散見されまして、正規職員をちゃんと配置していく必要がある

んじゃないかということと、会計年度任用職員って、東京都だと４回の更新で５回目は新

規採用みたいな形になっているのが気になるのですが、そういう継続ができるのかどうか

ということをお聞きしたいのと、それから、主任の消費生活相談員の方の幅広い知識が必

要ということで、令和６年度から給与がかなり大きくアップしたと思うんですけれども、

それ自身は大変大事なことだと思うんですけれども、同じフロアで働いている様々な専門

の知識を持って対応されている方などの給与も見直していく必要があるんじゃないかとい

うことを感じております。ちょっと外から見ていてということなんですけれども、そうし

た精査も必要ではないかというふうに思いました。  

 あと、私は江戸川区の地域で被害がかなり多いのですが、広報の車が結構出ていまして、

それは注意喚起ということでは、とても役立つんじゃないかなというふうに思うんです。

先ほど被害がここの地域でありましたとか、とても具体的な広報なんですけれども、そう

した被害の広報を区でできることとかがあるのかなということなどで教えていただければ

というふうに思いました。  

 よろしくお願いします。  

○鹿野会長 事務局からお答えいただけますか。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 消費生活総合センターでの相談体制のことかと思いますので、消費生活総合センターか

ら説明いたします。  

○消費生活総合センター活動推進課長  センターで相談体制というか、人事制度のことか

なと受け止めましたけれども、まず、御質問のありました会計年度任用職員さんの配置、

正規職員にということですけれども、こちらは、我々１０７名の定数の中で様々な１２の
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職種の会計年度任用職員さんとともに仕事をさせていただくということで、今、定数上の

決まり事でやっております。  

 それから、特に相談員さんにつきましては、国家資格が必要だということで、広くそう

いう資格がある方を求めるという都合上、そのような形で、今、定数上構成しているとい

う状況でございます。  

 それから、主任相談員さんを含めての更新の話でございましたけれども、４回の更新可

能の５か年の中でお仕事をしていただいて、５か年満了すると、一旦公募をし直すという

形になりますので、仕組みとしてはそのようになっています。その中で、したがって、公

募で選考を合格すれば、さらに続けていただけるという、そういう仕組みになっています。  

 それから、給与については、公募の時点で給与水準は明示して、そこに合意した方に応

募いただいているという状況でございますけれども、東京都の一般職員同様、人事委員会

勧告を踏まえた改定は反映される仕組みになっております。  

○消費生活総合センター相談課長  相談課長の髙村でございます。  

 １点補足をさせていただきたいのですが、相談員の方を非常勤ではなく正規雇用したほ

うがいいのではないかという御意見、ありがとうございます。  

 今現在、相談員の資格を持っている人たちというのはかなり重要視されておりまして、

いろいろなところで必要とされているということがございます。特に私どものセンターに

通っていらっしゃる相談員の中には、兼職されている方がとても多くて、都センターだけ

ではなく、他のセンターの相談員も兼務、例えば国民生活センターのように土日とかだけ

望んでいる、そういったところと兼職しているというような状況もございます。週４日、

月１６日の勤務で、御自身がちょうどいいとおっしゃっている方もいらっしゃる中で、本

当に正規雇用したほうがいいのかというところは、ちょっと検討の余地があるのかなとは

思っております。  

 現在、５割ぐらいの方が兼職されているという状況であるということは御理解いただき

たいと思っております。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 原委員から何かありますか。よろしいですか。  

○原委員 ありがとうございます。結構です。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 ほかにも御意見があるかもしれませんけれども、時間がかなり経過しておりますので、

ここから次の議題２に移らせていただきたいと思います。もし最後に時間が取れましたら、

前の議題も併せて、そのときに御発言いただくという形で進めさせていただきたいと思い

ます。  

 それでは、事務局より議題２について御説明をお願いします。  

○企画調整課長 それでは、議題２の御説明をさせていただきます。  

 その前に、すみません、先ほど委員の御紹介で新任の委員のオンラインで御参加いただ
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いています平澤哲哉委員です。ＷＥＢの調子が悪かったのですが、今、音声がつながるよ

うになったようですので、平澤委員を御紹介いたします。  

○平澤（哲）委員  平澤と申します。先ほど音声の不具合で申し訳ございませんでした。

どうぞよろしくお願いいたします。  

○企画調整課長 よろしくお願いします。それでは議題２のほうの説明に入らせていただ

きます。  

 議題２につきましては、東京都消費生活基本計画の次期改定に向けた方向性の検討につ

いて資料６に沿って御説明いたします。時間が大分押しておりますので、かいつまんで御

説明させていただきます。  

 資料６①が現行の基本計画の概要となっておりますので、おさらいの意味を含めて、こ

こに掲示しております。  

 計画期間につきましては、令和５年度から令和９年度までの５か年となっておりまして、

現在３年目で、次期の計画策定に向けた検討を開始する時期かなというふうに考えている

ところです。  

 資料６②は、次期計画の策定に向けた行程表のイメージでございます。計画を策定する

場合には本審議会の諮問、答申が必要となってまいります。令和１０年度から次期計画を

開始することとした場合には、逆算していきますと、来年夏頃までには諮問をいただいて、

令和９年秋頃に答申をいただくということが必要になってくるのかなというふうに想定し

ているところでございます。  

 今年度の第２８次の審議会で御議論いただきたいという事項でございますけれども、諮

問に先立ちまして、新たな基本計画が目指すべき方向ですとか、盛り込んでいく内容など

について幅広く御意見をいただきたいというふうに考えています。そこでいただいた意見

を踏まえて、来年度第２９次の当審議会に改めて諮問していくというのが事務局としての

考え方でございます。  

 資料６③は、改定に向けた方向性に関する事務局案をまとめたものでございます。左側

には計画の基礎となる消費者が置かれている状況、先ほど原田委員からも御指摘がありま

した令和５年度とは大分状況が変わっているのではないかというお話がございましたけれ

ども、計画の基礎となる消費者が置かれている状況について左側にまとめております。こ

の内容ではまだまだ不足しているというところがあると思いますので、御指摘いただけれ

ばと思っています。  

 また、右側には基本計画の方向性についての事務局案を掲載しております。これまでの

基本計画では、計画全般を貫く目指すべき姿というようなものを特段掲げてきておりませ

んでした。それが悪いということではないのですけれども、次期の基本計画では消費生活

部門と関連部署が戦略的に施策を推進していく上で、目指すべき姿というのを共有してい

く必要があるのではないかと、そのほうが事業がうまく推進できるのではないかというふ

うに考えているところです。  
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 具体的には、「消費者市民社会の実現」というのを念頭に置きまして、公正かつ持続可

能な社会の形成というのを基本計画の大きな目標として設定して、その上で各施策を位置

づけて不足している施策はないのかどうか、取組はないのかどうか、もっと重視すべき取

組があるのでないかというようなことを検証していくことを想定しているということでご

ざいます。  

 資料６④には、大きな目標、目指すべき姿として置いた場合の都の役割について、直接

的な取組と実現していくための間接的な取組に分けて現時点で考えられるものを幾つか例

示させていただいているというものでございます。  

 資料６③及び④に記載した事項につきましては、検討のたたき台として事務局のアイデ

アをお示ししたものでございます。これらを前提として検討を進めていただきたいという

ことではございませんで、計画案の方向性や盛り込んでいくべき内容について幅広に御意

見を承っていきたいというふうに考えております。  

 この検討に当たりましては、まずは議論を深めていくということが必要かと存じます。

審議会総会で御意見をいただくことも重要かと思いますけれども、まずは検討部会を設置

して御検討いただくのはどうかということで御提案をさせていただきたいと思います。  

 資料６③には、その検討スケジュール案をお示ししております。本日の総会で検討部会

の設置が決まりましたならば、７月から１０月頃にかけて検討部会を開催して、一旦中間

取りまとめを行い、１１月以降に開催する総会で御報告いただくということを考えており

ます。  

 その総会で、また意見をいただきまして、その意見を踏まえた検討を来年２月、３月頃

に開催して、来年５月の総会で最終報告というスケジュールを考えているところでござい

ます。  

 以上でございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 ただいま基本計画の次期改定に向けた方向性について御説明いただきました。  

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見がありましたら御発言くだ

さい。なお、大変恐縮ではございますが、かなり時間が押しておりまして、１１時１０分

頃に次の議題に入りたいと考えております。  

 それでは、よろしくお願いします。いかがでしょうか。  

 齊木委員、お願いします。  

○齊木委員 齊木でございます。御説明、ありがとうございます。  

 私からは２点です。一つは今後の方向性の中で指し示していただいた消費者市民社会と

いう言葉、この言葉をぜひ核として推進していただければと私も思っております。  

 公益社団法人の消費者関連専門家会議に属しておりますけれども、ここでも大きなビジ

ョンとして、消費者市民社会の形成ということをずっとテーマに掲げて、もう４５年にわ

たっております。消費者はもちろんですけれども、事業者も巻き込んでいただければあり
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がたいかなと思っております。  

 もう一つは、消費者が置かれている状況の中に、６の③のところに、カスタマーハラス

メントが社会問題化とあります。  

 これを入れていただいたことも、現状として認識していただいたことも非常にありがた

いなと思っております。今後、カスハラの啓発に関してということが大きなテーマになっ

てくるかと思います。事業者はもちろん対策を今取っておりますけれども、消費者に対し

て啓発を行っていくという観点が非常に大事かなと思います。  

 その中で、この間は冷静に対応しましょうということが大きく伝えられておりますけれ

ども、もちろんそこは大事なところです。ただそれだけではちょっと不足かなというとこ

ろで、消費者はそもそも消費者の権利があって、意見を言う権利があるというところを大

前提に伝えていただくということが必要かなと思っておりますし、なおかつ、企業という

ことを考えていただくと、企業は消費者の声を非常に大事にしてきている、そういった考

え方も伝えていただくといいかなと思っております。  

 あと、カスタマーハラスメントに関しては、行為をした人そのものを悪人とするような

決めつけの仕方ではなくて、行為そのものを正していくというような形にしていただきた

いなと思っております。行為をした人そのものを善悪の中で悪というふうに決めつける風

潮を進めてしまうと、やはり消費者が萎縮してしまうことにもつながるので、そこはお願

いしたいところです。  

 あと、もう一点、カスタマーハラスメントが、今、このような状況になっている背景、

そこに目を向けていただく必要があるかなと思っております。  

 そういった中の一つとしては、今、比較的シニア世代とＺ世代との世代間ギャップがあ

ったり、物の売り買いのスタイルが大きくこの十数年の中でも変わってきたりしています。  

 実際、対面の中から物を売ったり買ったりするという社会が減ってきて、これが無人化

していく、もしくはＥＣ化していくというところで、そういった売り方と、買い方が変わ

ってくる基本形式が変わってきているということ、実はここが大きくカスタマーハラスメ

ントの要因にもつながってきている。  

 何かというと、対面で物を言う機会が減ってきているという社会の現象が起きているこ

とを考えております。では、そういったコミュニケーションの取り方をどうしていくのか

ということも考えていく必要があると思っております。  

 ぜひ、こういった観点を取り入れていただければありがたいと思っています。  

 以上です。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 齊木委員から消費者市民社会と、それからカスハラに関して、非常に貴重な御指摘、御

意見をいただきました。  

 事務局で何かありますか。  

○企画調整課長 ありがとうございました。  



－19－ 

 消費者と事業者の関係というのが大分変わってきている、消費生活行政の黎明期である

昭和４０年代の頃と今では大分情勢が変わってきています。デジタル化によって、先ほど

もＡＩという話もありましたけれども、例えば、デジタル化が進んで、ＳＮＳなどを発信

すると、一見、消費者の力がすごく強くなったような、口コミを入れたりとか、そういう

ことで、事業者に対して一見強く言えるところもありつつ、それがまたカスハラのような

ものになっていくという、それはもう状況は大分変わってきているのかなと思っておりま

す。  

 消費者が置かれている状況を十分情報をいただき、御意見いただき、分析をしながら、

次の計画にぜひ生かしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 それでは、オンラインで神山委員からお手が挙がっていますので、御発言をお願いしま

す。  

○神山委員 神山です。  

 次期の基本計画について、ぜひ、目標値を定めていただきたいと思います。ＫＰＩの設

定、重要業績評価指標と言われていますが、重点項目を幾つか出すと思いますが、そこに

対してＫＰＩを設定して、施策の効果検証ができるようにしていただきたいなというふう

に思います。  

 今、中間報告ということで、現在の基本計画の状況の説明がありましたけれども、こう

いうことをしたということの説明となってしまっていますので、実際、どの程度達成して

いるのかということが中間の時点で、私にはあまりよく分かりませんでした。  

 最初に目標値を定めておいて、例えば、中間地点で、この程度達成できたというような

数値目標で説明があれば、とても分かりやすいと思います。次期、大変だとは思いますけ

れども、ぜひＫＰＩの設定をしていただければと思います。  

 以上となります。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 この点についてはいかがでしょうか。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 おっしゃるとおりだと思います。事業がどの程度進んだかの可視化をしていくというこ

とは必要ですし、どの部分が足りていないのかというようなことを見ていくためにも、数

値化をしていくということは重要かと思っております。ありがとうございます。十分検討

してまいります。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 原田委員、お願いします。  

○原田委員 ありがとうございます。  

 資料６、素人的な考えなんですけれども、資料６①のところに計画の基本的な考え方、
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サステナブルなライフスタイルの推進とデジタル社会に対する新たな課題ということで、

今後、デジタル化とかが、ＡＩもそうですけれども、ネットも進んで、どんどんＥＣとか

も進んでいく世界だと思って、トラフィックは非常に多くなっていくかと思うんです。  

 そうすると、電力を使いますので、電力を使うと、全然サステナビリティではなくなっ

ていくということで、ここで既に並んでいるんですけれども、大いなる矛盾があるという

ふうに素人的には思ってしまうので、デジタル化を進めるということは、決してサステナ

ブルではないという矛盾が生じるかなというのが一つ。  

 それとともに、資料６④のところなんですけれども、３の公正かつ持続可能な社会のと

ころも、批判的思考・リテラシーの向上とエシカル消費の意識と実践というのが同じ

（１）の中に入っているんですけれども、エシカルというのは、私もいいとは思うんです

けれども、ただ、何となく世の中エシカルにいきましょうみたいな、すごくメリットのこ

とばかりを言って、デメリットや矛盾点については、あえてタブー化しているというよう

なのが実情だと思うんです。なぜかエシカルに関しては批判的思考を許してくれないとい

うか、こういうようなエシカルな行動をしたら、逆にマイナスがあるんじゃないかと。  

 例えば、洋服を大事に着ましょうとかといったら、じゃあ繊維業界とか、ファッション

業界というのは潰れていけということなのかとか、海外のフェアトレードをしましょうと

いったら、じゃあ子供の貧困はなくなるのかといったら、そんな簡単な話ではないと思う

のですね。  

 それなのに、そういうのをタブー視して、そこの批判を何となく世の中は許してくれな

い。そうすると、例えば、エシカルな消費をしたいというのが９割を超えましたみたいな

データがよく出てくるんですけれども、要は消費者がエシカルしていませんと言えない世

の中ですから、そうすると、ああいうデータ自体も私は批判的に思っていて、そんなの本

音じゃないよねみたいな、そういうふうに思ってしまうので。  

 何かそこら辺は、矛盾がかなりこの中には入っているところを自覚した上で、これが駄

目とは言わないんですけれども、いいことばかり連ねてしまって、何だかなみたいな、ち

ょっとしらけたところがありましたので、意見として。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 この資料の６①で、デジタル化ということとサステナブルの推進というところが同じ四

角の中で横並びになっているということがあり、これは少々矛盾するところもあるのでは

ないか、その関係をどういうふうに捉えているのかと。これは一部御質問の点もあったと

思います。  

 それから、もう一つ、御意見として、エシカルの問題点とか矛盾点などもあるので、そ

れをきっちりと踏まえて進めていく必要があるのではないかということで受け止めていい

ですか。  

 それでは事務局からお願いします。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  
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 資料６①につきまして、令和５年度に策定したときに、こういうまとめ方をしたという

ことなので、そのときの詳細をここで御説明するのは難しいところではあるのですが、二

つ並べているのは、こういうことを今後考えていかなければいけないということで、並べ

立ててこれとの関連性を結ぶというものではないのかなというふうに考えているところで

ございます。  

 それと、もう一点御意見いただきました、いろんな視点がありまして、その中には当然

矛盾が生じたりとか、どちらを優先させるべきなのかという、そういうところは当然出て

くるかと思います。その辺も部会のほうで御意見、御議論いただけるといいのかなという

ふうに思っているところでございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 予定した時間になったのですが、それでは、あと一人だけ……。  

 お二人同時にお手が挙がったように見えましたので、小浦委員、そして坪田委員に御発

言いただいて、それでこのセクションについて御意見を承るのはひとまず終わりというこ

とにさせていただきたいと思います。  

 それでは、小浦委員、お願いします。  

○小浦委員 すみません。時間がないところで、では、先に発言させていただきます。  

 私も資料６④のところにありますように、消費者市民社会という言葉が前面に出てくる、

次の計画は賛成いたします。過去には、消費できない人もあるのに、消費者という言い方

はどうなんだという議論も少しあって、生活者というべきだ、みたいなこともありました

けれども、やはり私たちは消費者なのです。ですから、目指すべき姿というところは賛成

をしたいと思っております。  

 ３番の実現するためのポイントというところですけれども、国際消費者機構が消費者の

八つの権利と五つの責任ということを示しています。  

 ですので、責任という言葉を前面に出さなくても、知らず知らずのうちに、こういった

次期の計画を進める中で、消費者として責任ある行動が身についていくというような、そ

ういう社会になるということは、すばらしいことだなと思っておりますので、ぜひ、進め

ていただきたいと思っております。  

 （２）の都の施策で、消費者教育の推進のところと関連しますけれども、子供の頃から

の人権教育というのも非常に重要だと思っております。国の「こども基本法」、「東京都

こども基本条例」に基づき子供の人権教育が進められておりますけれども、もっともっと

浸透して、子供の頃から自分の権利というものを意識して大人になっていくということが

本当に大事だと思っております。  

 何もかも消費者教育のところに入れ込むと、大変だと思うんですけれども、そういうこ

とも一つ意識して取り組んでいただけると、非常にいい世の中になるのではないかなとい

うふうに期待しております。  

 以上です。  
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○鹿野会長 ありがとうございます。  

 それでは、続けて坪田委員、お願いします。  

○坪田委員 まず、目指すべき姿として、消費者市民社会というのを大きく掲げていただ

いていることは、大変方向がはっきりしていいと思っております。  

 公正かつ持続可能な社会の形成をしていくには、消費者部門でも様々な分野で取組が必

要と思われますが、２として、被害防止・救済、不適正な取引行為の排除、安全・安心の

確保を挙げていただきました。  

 これはやはり消費者行政の核になるものだと思っております。ここから発して様々な３

以下に書かれているポイントを挙げていくことになると思います。まず現状、足元で非常

に被害が悪質化しているところがあります。高齢者の被害が増えているということ、それ

から、若者の被害も成人年齢引下げのときに懸念されていたような、ぐっと悪化するとい

うことはなかったんですけれども、じわじわと、クレジット契約が簡単に１８歳からでき

てしまい、若い方のクレジットの債務の超過も増えていると聞いております。  

 ぜひ、消費者行政としては、２番に書いてあることを中心に東京都ではやっていただき

たいと思っております。事業者も多いですし、高齢者、若者も多いですので、ここはしっ

かりお願いしたいと思っております。  

 以上です。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 ただいま小浦委員と坪田委員から続けて御意見等をいただきましたけれども、事務局か

ら一言何かありませんか。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 御指摘のところはごもっともなところでございます。  

 今、坪田委員からもありましたように、２番目の被害防止・救済、確かにここを核とし

ていくべきではないかというお話がありました。  

 ここでは若者や高齢者がより狙われやすい層の特徴を捉えたというふうに書いてありま

すが、今、もちろん高齢者の相談は引き続き多いのですけれども、狙われやすい層という

のが高齢者だけではなく、働き盛りの層の方々、デジタル化によっていろんな被害という

のも発生していますので、様々な脆弱性があるのではないかというふうに考えております。  

 そういった方々の被害防止・救済をきちんとこの辺を核として検討していければという

ふうに思っております。ありがとうございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 ただいま大きな改定の方向性について御説明と御議論をいただいたところでございます

が、今後、事務局から御提案があったとおり、本議題についてはさらに議論を深めていき

たいと思っておりますので、消費生活条例の第４５条第９項に基づき、本審議会に部会を

設置して検討を進めるという形を取りたいと思います。御賛同いただけますでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  
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○鹿野会長 ありがとうございます。  

 それでは部会を設置するということになりました。続きまして、検討部会で審議をお願

いする委員及び部会長ですが、審議会運営要綱第７の１項及び２項により、会長が指名す

るということになっております。  

 そこで事務局から資料６－２、検討委員名簿（案）について読み上げていただきますよ

うお願いいたします。  

○企画調整課長 資料６－２でございます。  

 勝手ながら、検討部会設置を前提として資料を作っておるのですけれども、会長と御相

談いたしまして、部会委員の案をこちらに掲載しております。時間もありますので、名簿

の読み上げは省略させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 読み上げは省略ということですが、ここに記載の方々に委員を務めていただ

き、部会での検討をお願いしたいと考えております。  

 そして、ここでの部会長には、都が推進すべき消費者教育に関する審議に御尽力いただ

いております小野委員にお願いしたいと思っております。よろしいでしょうか。  

 小野委員、もしお返事がありましたら。  

○小野委員 今、お話を伺いまして、大きな目標を立てていくというところでございまし

た。また、こちらに名前の挙がっておられる委員の方々から既に御意見もありましたよう

に、ＫＰＩの話であったり、あるいは事業者の方を、そういったことを一緒に議論して、

皆様に報告ができるといいなと思っております。  

 微力ながら務めてまいりたいと思いますが、以上でございます。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 それでは、検討部会委員について、それと部会長について御承諾をいただきました。あ

りがとうございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、続きまして、３  報告事項に移らせていただきます。  

 事務局より報告事項について御説明をお願いします。  

○企画調整課長 報告事項、東京都消費生活条例の食品表示に係る告示でございます。こ

ちらについて御説明申し上げます。  

 条例では、食品をはじめとしました商品やサービスなど様々なものにつきまして、知事

が表示すべき事項などを定める旨を規定しております。この規定に基づきまして、商品な

どの名称や表示事項について東京都告示ということでお示ししているところでございます。  

 本件は、このうちの食品表示の一部に関しまして、現在、改正に向けて検討を進めてお

ります。その検討を進めている事項について報告させていただくというものでございます。  

 食品表示を所管する保健医療局におきましては、本審議会と同じ知事の附属機関であり

ます東京都食品安全審議会というものがございますが、こちらの意見を聞きながら検討し

ているところでございまして、本日の報告につきましては、食品表示について所管いたし

ます保健医療局健康安全部食品監視課より食品安全審議会における状況も含めて説明させ
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ていただきたいというふうに思っております。  

 それでは、丸山課長、よろしくお願いします。  

○食品監視課長 今、事務局から御紹介がありました食品安全審議会の事務局を務めてお

ります保健医療局の食品監視課長、丸山でございます。  

 説明にございましたとおり、消費生活条例に基づきまして、幾つかの食品カテゴリー、

商品パッケージの表示について義務づけがございます。二つの食品のカテゴリーにつきま

して、審議会において見直しの検討をいただいているところでございます。本日は、この

検討の経過を御説明させていただくとともに、今後のさらなる検討の参考とさせていただ

くために、皆様方から御意見を頂戴したいと考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 それでは、早速説明させていただきます。最初に、食品安全審議会についての御紹介。

次いで、なぜ見直しが必要になったかという経緯について。最後に関係する業界団体のヒ

アリングを行いましたので、その内容について御説明させていただきたいと思います。  

 資料７でございます。  

 まずは、食品安全審議会についての紹介でございます。  

 食品安全審議会は、東京都食品安全条例に基づきまして設置された知事の附属機関でし

て、食品の安全に関することを審議事項としております。  

 委員の構成は、資料にあるとおりでございます。左半分が本審議会、右側が掘り下げた

議論を行う際に設置する部会の委員の構成でございます。どちらも都民、事業者、学識経

験者が３分の１ずつで構成されております。  

 次に、検討が始まった経緯についての御説明でございます。  

 まず、冷凍食品の表示に関する説明でございます。資料では、現行の食品表示制度に基

づいて作成される冷凍食品の表示の例をお示ししております。  

 細かいルールの説明は時間の関係もございますので、省略させていただきますが、この

事例の中にあります赤い太字の部分、原材料配合割合、えび２％というのが左側下にござ

いますが、この部分が条例に基づいて東京都が独自に義務づけている部分でございまして、

今回の見直しの検討対象としているものでございます。この表示義務を廃止すべきか否か、

これが議論のポイントとなっております。  

 なお、こちらは一つの商品に関する表示例としてお示ししましたけれども、この中でも

国の制度である食品表示法に基づくルールと、それから、先ほど御紹介させていただきま

した条例に基づくルールが混在しているということが見てとれるかと思います。食品表示

は複雑とされるわけですけれども、その典型的な一例でございます。  

 次、お願いします。  

 このように複雑な食品の表示制度でございますけれども、今般、国において大きな見直

しの動きがありました。これが東京都としても検討が必要になった背景でもあります。ど

のような動きかと申しますと、いわゆる骨太の方針でございます。  
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 この骨太の方針に基づきまして、消費者庁において、食品表示制度全般に関して、合理

的、シンプル、分かりやすいというコンセプトを立ち上げて、制度全体を見直そうという

動きが令和５年に開始されました。  

 その一連の見直し作業が令和５年以降続けられているわけなのですが、その中で冷凍食

品にだけ適用されている国が定めた個別表示のルールが廃止されるということになりまし

た。その国の表示制度は何かということが、次のスライドでございます。  

 これは冷凍食品のみに適用されている個別ルールをまとめたものでございます。左半分

は先ほどの国のルール、右半分が東京都のルールでございます。  

 国のルールからまず説明させていただきますが、例えば、左上の表にあるえびフライの

例に取って説明させていただきます。えびフライの冷凍食品の場合、衣の割合（％）とい

うものをパッケージに表示しなければならないとされております。  

 一方、これは何の冷凍食品かによって東京都のルールか、国のルールか、どちらが適用

されるか決まるわけですが、えびグラタンのようなものは東京都のルールが適用され、え

びの割合（％）を表示するという、そういったルールになってございます。  

 これらの国のルール、都のルール、どちらも冷凍食品だけに適用される個別のルールな

のですが、冷凍食品の普及が始まった時代に、まがい物食品を排除する目的で制定された

という共通の制定の背景を持っております。  

 このたび、国のルールが廃止されるということが決まったことを受けまして、東京都と

してどうすべきかということを改めて検討する必要が生じたということが経緯でございま

す。  

 次のスライドは、国の制度と東京都の制度を対比するものでございます。これまでの説

明と重複する部分がかなり多いため、省略させていただきます。  

 続いて、検討の対象としているもう一つのカテゴリーであります生食用カット野菜、カ

ットフルーツの表示ルールに関する経緯等についてでございます。  

 生食用カット野菜、カットフルーツについては、東京都の条例により、加工年月日の表

示が義務づけられております。今般の検討で加工年月日の表示義務を廃止するかどうかと

いうところが論点のポイントになっております。  

 この表示義務の設定経緯でございますけれども、義務づけが行われたのは平成４年、大

体このカテゴリーに該当するような食品が出回り始めた頃というふうに思われます。当時、

このカテゴリーに属する食品について、日付表示を義務づけるものは国においても東京都

においてもございませんでした。  

 また、当時の状況としましては、食品に日付表示をするとすれば、製造年月日、そうい

った時代でもございました。その後、国において制度の見直しが行われ、現在、日付表示

に関しては、このカテゴリーに該当する食品のうち、複数の原材料から成るものに関して

は期限表示が義務になっています。一方、単一の原材料から成るものに関しましては、期

限表示は義務づけられていませんが、実態としては任意で各事業者が自らの商品に期限表
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示を記載している、そんな状況が今現在の状況でございます。  

 一方、期限表示のルールが国によって定められた際に、都では条例に基づく加工年月日

表示制度の見直しが行われなかったということもございまして、現状でも加工年月日の表

示が義務づけられているということでございます。  

 総合すると、現在、該当する食品に関しては、加工年月日と期限表示の日付がダブルで

記載されているというのが実態でございます。  

 このたび、国において、先ほど冷凍食品のところで御紹介させていただきましたとおり、

大きな食品表示全体の見直しの動きがあったということがありました。さらに、期限表示

に関しては、国においてガイドラインが改正され、その内容は、ＳＤＧｓの観点からの内

容でございました。  

 加えて、加工年月日の義務があるということで、現場に様々な不都合が生じているとい

う指摘もあったということを踏まえまして、今日的な視点から検討しようということで検

討が始まったものでございます。  

 次のスライドは、ここまでの説明のまとめですので、省略させていただきます。  

 ここまでの経緯を踏まえまして、では、現場でどういうことが起きているだろうという

ことで、業界団体からのヒアリングを実施しております。  

 まず、カット野菜の業界団体のヒアリング結果から御説明させていただきます。  

 カット野菜の業界団体として、野菜流通カット協議会からヒアリングを行いました。１

ページ目は団体の概要でございまして、説明は省略させていただきますが、右下の棒グラ

フにあるとおりで、このカテゴリーに属する食品は市場規模として拡大傾向にあるという

ことでございました。  

 次のページに進んでいただきまして、まず、カット野菜は、どんな作り方をしているか

という説明でございますが、これはかなり専門的な内容ですので、詳細は省略させていた

だきますが、厳格な衛生管理の下に製造していますという説明でございました。  

 続きまして、厳格な衛生管理の下に製造されたカット野菜の期限表示をどうやって設定

しているかという説明でございます。これもかなり専門的ですので、かいつまんで説明さ

せていただきますが、国が示したガイドラインに基づいて科学的根拠をもって期限表示は

設定していますという説明でございました。  

 さらに、次のスライドから現場で起きている不都合、こんなことが起きていますという

説明でございます。  

 カット野菜メーカーは、取引先から加工年月日表示が納品する当日の日付のもの、つま

り、今日納品するものは今日加工されたというふうに書かれているものを求められている

ということでございました。この結果、メーカーとしては日付が変わったタイミングから

商品の製造加工を始めているということでございます。  

 また、日付が変わってからの短時間での大量生産、さらに納品を行う必要があるという

ことで、深夜帯の夜間労働でありますとか、あるいは食品ロスを大量に発生せざるを得な
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い生産体制、あるいは非効率な物流体制というものが余儀なくされているという状況にあ

るということでございます。総じてＳＤＧｓに照らして好ましくないといった状況が起き

ているという説明でございました。  

 さらに、深夜労働に関連しましては、労働力不足によって現実的には担い手がかなり限

られるということで、事業継続への懸念もあるという説明もございました。  

 次は、少し視点を変えまして、お客様相談室の対応状況についての説明でございます。

過去５年間で約７，５００件の問合せがあったということでございますが、そのうち期限

表示に関するものが約４％だったということでございます。  

 一方で、今回問題としております加工年月日表示に関しては、問合せは特にないという

ことでございました。  

 このことを踏まえ、加工年月日表示のない商品を都外で試験的に流通させてみたという

ことでございます。それがこのスライドの結果でございます。半年間、約６，０００万パ

ック以上の出荷をしたということでございましたが、加工年月日に関する消費者からの反

響は特になかったということでございました。  

 こちらはＳＤＧｓの関係ですので、先ほど説明をしておりますので省略をさせていただ

きます。  

 最後に団体としての意見表明でございます。これによりますと、ここまでの取りまとめ

た説明内容を踏まえまして、加工年月日表示の義務は廃止してほしいという趣旨が述べら

れております。  

 ただし、仮に廃止となった場合は、加工年月日という情報が商品パッケージからなくな

ることは事実でございますので、このことを踏まえた消費者とのコミュニケーションをよ

り一層しっかりと取り組む所存であるという表明もございました。  

 以上、ここまでがカット野菜の業界の状況でございます。  

 次に、カットフルーツの状況についての説明でございます。  

 カットフルーツに関しましては、業界団体がないということでございましたので、私ど

もの職員が都内のカットフルーツメーカーに足を運び、ヒアリングを行い、結果をまとめ

たスライドでございます。カットフルーツに関しましては、納品日と加工年月日の日付を

そろえてほしいという、リクエストがないということが分かりました。このため、日付を

印字させるということによって発生する問題は特にないということでございます。  

 一方、日付表示はどのように行っているかということですが、資料のとおり、消費期限、

加工年月日ともに表示されている実態があることを確認してまいりました。  

 カットフルーツに関しては、以上でございます。  

 最後に冷凍食品の団体からのヒアリングの結果でございます。この業界団体からは、ま

ず、冷凍食品の歴史の説明がございました。ひし形の一つ目にあるとおり、１９７０年代、

冷凍食品が出回り始めた時代ですけれども、この頃は品質のばらつきがかなり大きかった

ということでございました。  
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 先ほど冷凍食品の表示ルール説明の中で、まがい物食品を排除する目的だったとかとい

うことも説明をさせていただきましたけれども、業界団体としても、その現象をばらつき

という表現で当時の状況を説明していただいたということでございました。  

 このような当時の状況を踏まえて、当時ＪＡＳ規格が制定されたりしました。それから

時代が進み、製造管理の技術も大きく進展して、ばらつきはかなり小さく抑えられるよう

になってきているという説明でございます。  

 次のスライドは、冷凍食品は、今現在どのような環境におかれているかということを取

りまとめたスライドでございます。ヒアリングを行った際、時間の関係で説明が省略され

てしまいましたが、主な部分を二つほど紹介させていただきます。  

 ポツが並んでいるうちの二つ目ですが、現在、事業者による情報開示がかなり進んでい

るという説明が記載されてございます。商品パッケージの表示のみではなくて、インター

ネット等でも情報を出しており、消費者は必要に応じて、その情報へアクセスできる環境

に今の時代はなっているということが記載されてございます。  

 続いて、その次のポツでございます。消費者の意識向上により、粗悪品は排除されると

いうことが記載されてございます。粗悪品は買わないという消費行動であるとか、あるい

は、消費者自身の情報発信により、市場から淘汰される、そんな関係になっているという

ことが記載されていると読み取れます。  

  

 次のスライドが、お客様相談室の対応状況でございます。こちらかなり数が多く、昨年

１年間で約２万９，０００件、問合せを受けているということでございましたが、そのう

ち今回問題としております原料の配合割合に関係するものは、全体の０．１％、２３件と

いうことでございました。  

 ただ、関係するということで、そのままずばりではなかったということでございます。

その内容、具体的にどういうものかというのが次のスライドで例示がございます。  

 例えば、パッケージ写真と中身が違うといった問合せがあったということでございます。

具体的にはえびがいっぱい写真には写っているんだけれども、中身を開けてみたらとても

少なかったというような、そういった内容ということでございます。  

 商品に表示されている原材料の配合パーセンテージ表示と、商品の中身との関連での問

合せはないということでございまして、業界団体は、考察として、消費者が商品選択の際

に情報源としているものが、パーセント表示というよりは、むしろイメージ写真なんじゃ

ないかという結論を導いております。  

 次のスライドは、業界団体の会員企業の情報開示の取組例でございます。  

 先ほどの資料にもございましたけれども、いろんな情報チャンネルを使って、情報開示

していますということでございます。ホームページ、フリーダイヤルあるいは二次元コー

ド、複数の手段によって情報提供に取り組んでいるという御説明でございます。  

 また、今後についても表示制度のありようにかかわらず、消費者が知りたいとする情報
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は前向きに対応していきたいという説明でございました。  

 以上を踏まえ、最後のスライドになります。  

 業界団体としての意見表明でございます。ポイントは三つございまして、一つ目は先ほ

どの繰り返しでございますが、消費者は原材料配合割合のパーセント表示よりもパッケー

ジの写真を重要な情報源としているのだということでございます。  

 それから二つ目でございます。これは突然出てくる考え方ですけれども、現行の表示制

度はとても複雑なので、その結果、ミスが生じやすいということを指摘しております。ミ

スが発生した場合には、商品回収が必要ですし、回収したものは出荷ができないので、廃

棄になってしまう。これがすなわち食品ロスにつながる可能性があるという説明でござい

ます。  

 それから三つ目でございます。国で食品表示全体を合理的、シンプル、分かりやすいと

いうコンセプトで見直しの動きがあり、実際に調理冷凍食品は国のルールが廃止になった

ということがございます。東京都もこの流れに乗るべきであるという意見でございます。  

 以上、３点を基に東京都が定める冷凍食品の表示ルールである原材料配合の表示につい

て廃止してほしいという意見でございました。  

 以上、ここまでは食品安全審議会で進めてきた検討の経過でございます。さらに議論を

深め、パブリックコメントも行いながら、１１月頃を目途に食品安全審議会としての取り

まとめを行う予定でございます。  

 以上でございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 ただいま保健医療局から御説明をいただきましたが、さらに事務局から資料の７－３に

ついて補足の説明があるということですので、よろしくお願いします。  

○企画調整課長 若干、補足させていただきます。資料７－３を御覧ください。  

 保健医療局からの説明に先立ちまして、条例及び告示について概要等、御説明したとこ

ろでございますけれども、関連する規定を抜粋したものがこちらの資料７－３でございま

す。  

 左側上段にその表示の根拠となる条例１６条の記載をし、また右側に表示に関する告示

の今回の関連部分を抜粋したもの。告示自体はもっと量は多いのですけれども、関連部分

だけを抜粋したものでございます。  

 保健医療局から説明をした、現時点における検討内容でございますけれども、右側の表

の黄色で表示した部分に関心を持っていることになります。商品と調理冷凍食品のうちの

原材料配合割合のところと、その下、四十四になりますが、カット野菜カットフルーツと

いうところでございます。  

 左側の下段のところに条例４５条、消費生活対策審議会の諮問事項等について抜粋して

掲載をしております。こちらの第２項第２号では、指定を行う商品もしくはサービスを選

定し、またはその解除をしようとするときについて、本審議会の諮問が必要としておりま
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す。ですので、今後のこの検討の状況によりましては、本審議会の諮問が必要ということ

になるかと考えています。  

 本日の総会につきましては、今後の保健医療局及び食品安全審議会の検討に反映をして

いくため、今、保健医療局から説明があった内容について本審議会として御意見を伺いた

いというふうに考えております。  

 本日の御議論も踏まえまして、都としての方針を検討しまして、改めて本審議会のほう

でお諮りするということを考えております。  

 補足は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 それでは、ただいま御説明いただいたことについて、御意見、御質問等ありましたら、

御発言をお願いします。  

 小野委員、何か御発言ありますか。  

○小野委員 小野でございます。  

 消費生活条例の食品表示に関わる告示について、御説明をいただきまして、ありがとう

ございました。  

 特に事業者側の御事情とか御意見を知る機会があまり私自身はなかったので、大変よく

知ることができたのですが、一方で、私たちの審議会としては、食品表示の在り方の後退

にならないように努めなければいけないというふうに思っています。  

 パブリックコメントをされるということではありますけれども、やはりそれだけではな

い、消費者からの声を丁寧に集めて検討する、そういった機会を設けたほうがいいのでは

ないかと思いました。  

 以上がコメントなんですけれども、質問を一つさせていただきたいと思いますが、都民

や消費者を対象にした調査があるのかということをお尋ねいたします。例えば既にあると

いうことでございましたら、その概要について教えていただきたいと思います。  

 あるいは、なければとか、十分じゃなければ、どういった方法で今回の件について都民、

消費者の意向を確認できるか、現在の状況について教えていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。  

○鹿野会長 ありがとうございました。事務局から。  

○企画調整課長 ありがとうございます。  

 それでは、この案件に関して今、我々のほうで調査をすることも、実際始まっているも

のもございますけれども、調査について御説明をさせていただきたいと思います。  

○消費者情報総括担当課長  消費生活部で消費者情報の担当をしております鈴木と申しま

す。よろしくお願いいたします。  

 今、お話の中にありました調査の関係についての取組を御説明させていただきたいと思

います。  

 市場ルールの遵守状況の調査や市場の監視、あるいは消費者を取り巻く環境や課題の把
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握等を都民との協働により実施するため、消費生活部では消費生活調査員を設置してござ

います。  

 １８歳以上の都民３００人から構成されておりまして、小売店舗等における商品につい

ての表示の調査を実施し、その結果を事業所指導等に活用しているほか、都が必要と判断

したテーマにについて調査を実施しております。  

 また、災害時に都が必要とするときに災害時緊急調査としまして、小売店舗等における

物資の流通状況の調査をしております。  

 どういうことをやっているかということなんですけれども、幾つかございまして、一つ

目が食品表示に関する調査というもの。もう一つが、表示、広告に関する調査。さらにも

う一つが、計量に関する調査。あとは都が必要と認めるテーマについての調査を行ってお

ります。  

 今回のカット野菜についての説明をさせていただいたところでありますが、私どもの食

品表示に関する調査で、今年度の一回目の調査といたしまして、カット野菜の期限表示な

どの日付に関する表示の調査を実施するところでございます。  

 以上です。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

○企画調整課長 保健医療局のほうでも進めているものございますので、保健医療局のほ

うから説明させていただきます。  

○鹿野会長 はい、お願いします。  

○食品監視課長 丸山でございます。続けて説明させていただきます。  

 今、調査員調査の説明がございましたが、今、まさに実施している真っ最中でございま

して、調査員さんが実際に都内のお店に行き、どんな商品が並んでいるかを見ていただい

ている、そんな状況です。  

 実際には、カット野菜とカットフルーツを確認していただいているところでございまし

て、加工年月日の表示の義務がきちんと履行されているかということを確認するとともに、

期限表示がどのように表示されているかということを併せて確認をしていただいていると

ころでございます。  

 実施中でございますので、結果の取りまとめは少し後になるかなというふうに思います

けれども、その結果をまとめていきたいと思います。  

 この調査員調査は、都民がどう思っているかということというよりは、実際に流通して

いるものがどんな状況かという調査でございます。先生の質問に近い回答として一つはイ

ンターネット都政モニターアンケートというものがございます。  

 インターネットを使って、都民から様々な東京都の施策に関するアンケート調査を行っ

ているものなんですけれども、昨年、令和６年に食品の安全性についてという大きなテー

マで何点か質問をさせていただいて、その中で食品表示に関する質問も何項目かさせてい

ただきました。実施時期としては令和６年７月、御回答いただいたのは、４９２名の方で



－32－ 

した。  

 アンケートの設問ですが、例えば、食品を購入する際に表示を見ますかとか、それから

食品表示を見るときには、表示のどの部分を見ていますかということ。あるいは、食品表

示が分かりにくいと感じることはありますか、あるとすればどんな部分ですかということ

を御質問させていただいておりまして、令和６年の調査では、食品表示を見ますかという

ことに関しては、いつも見ている、あるいは食品によって見ているという方を合わせると

９８％でした。また、どんな部分を見ますかという質問に関しては、１位が原産国や産地、

それから２つ目が原材料、３つ目は期限表示という結果でございました。  

 一方、今回冷凍食品やカット野菜などで今回議論にしておるものに関しましては、選択

肢を設けていないので、なかなか一概に言えない部分あるんですけれども、その他という

御解答に関しては、０．２％ということで、かなり小さいのかなというふうには受け止め

ているところでございます。  

 また、分かりにくいと感じることについてですけれども、分かりにくいと感じるポイン

トもトップ３で御紹介させていただきますと、第１位が、用語が分かりにくい。２つ目が、

文字が小さい。３つ目が、書かれている内容が多過ぎる、これがトップ３でございます。

食品表示に関しては、今回の見直し作業にダイレクトに利用できる部分は少ないんですけ

れども、このような結果でございました。  

 これ以外に、都民、消費者から御意見いただく機会としましては、やはり審議会という

ものを重要視しております。  

 先ほど、食品安全審議会の議員構成も見ていただきましたけれども、全体の３分の１が

都民の声を代表するための都民代表として、御審議に参加いただいている皆様でございま

す。都民代表の７名のうち、５名の方が５つの消費者団体から御推薦いただいた方、残り

の二人が公募委員となっています。  

 さらに別の３分の１で学識経験者という枠もあるのですが、この学識経験者の中にも、

消費者団体に所属する委員の方がお二人いらっしゃいまして、かなり都民や消費者からの

御意見はすくい上げやすい委員構成なんじゃないかなというふうには考えております。  

 それに加えて今回、消費生活対策審議会でも御意見を頂戴したいと考えておりますし、

パブリックコメントだけではという御意見もございましたが、それも組み合わせながら、

いろいろ意見を吸い上げて、検討に生かしていきたいと、このように考えています。  

 長くなりました。以上でございます。  

○鹿野会長 今、都民の声も把握できるよう様々な調査とか、あるいは審議、会議体にお

ける消費者の声が反映できるような仕組みをとっていることなどについて御説明がありま

したが、小野委員、よろしいですか。  

○小野委員 ありがとうございました。  

 こういった合意までのプロセスを確認するのも、私たち審議会の大切なことだと思いま

して、御説明いただきまして、ありがとうございました。  
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 改めまして、消費者は表示されているものでしか情報が得られませんが、一方で消費者

もそれぞれの行動特性がありますので、様々なリソースを使って検討していくという必要

があって、本件についても改めて認識いたしました、御説明ありがとうございます。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 かなり時間が押しておりまして、あとお一人、ないしお二人から御発言をいただければ

と思いますが、いかがでしょうか。  

 齊木委員、お願いします。  

○齊木委員 御説明ありがとうございました。  

 消費期限についてこのような形で進めていただくのは結構かと思います。消費者市民社

会の形成や賢い消費者をつくっていくという点でも大事な点が一つあるかと思います。そ

れは表示されている賞味期限、消費期限だけに頼るような消費者をつくらないというよう

な考えも非常に大事だと思います。  

 食べられるかどうかについて、一昔前であれば五感に頼って、まず目で見てどうか。匂

いを嗅いで、食べてみてというようなことがプロセスとしてあったと思います。今、Ｚ世

代を中心にそういうことをする方たちはほとんどいないです。  

 消費期限だけでなく、賞味期限であっても１日過ぎたら食べられないというふうに捉え

ている方が多いです。  

 今後に向けて、消費者啓発というところにつながると思いますけども、ぜひ、五感を大

事にしましょう、と伝えていただくといいかなと思いました。  

 以上です。  

○鹿野会長 ありがとうございます。オンラインで沖野委員、御発言ありますか。  

○沖野委員 直前の御発言とも関連するように思いましたので、発言の機会をいただきた

いと思いました。二点気になることがございます。  

 一つは、資料７－２④についてなんですけれども、こういった懸念事項が生じている大

本のところには、そもそも取引先から納品日と同じ日の日付の商品の納品を指示されてい

るというところがあって、この指示自体が本当に正当なのかという問題があるように思わ

れます。  

 ただ、こういった指示がされる背景には、やはり消費者の受け止め方ということが大き

く反映していて、この日付に対する理解ですとか、まさに直近でおっしゃった消費者自身

が正しく全体を理解しているかとか、あるいは判断方法がいいのかということに関わって

くるように思いますので、その観点からも御検討いただくといいのではないかと思ったと

いうことです。  

 もう一つなんですけれども、今回の御説明を伺いまして、私のほうでよく分からないと

思うのが、仕込み時という言葉でして、先ほどパッケージとの関係で仕込み時の割合とし

ては、まさに正しい割合を書いているんだけれども、しかしパッケージの写真から見られ

るものと齟齬があって、パッケージに入れるときに考え直しているというような話があっ
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たのですが、この仕込み時という言葉自体は、最後のスライドからも、むしろ条文といい

ますか、そちらから出てきているものであるので、これを書かれているということだと思

うんですけれども、その意味が本当に理解されているのかとか、あるいは仕込み時という

ような基準が本当にいいのかとか、そういうこともありそうです。  

 結局、この規律を仮になくしてしまいますと、難しさというか、分かりにくさというの

は解消するので、それで解消するのかなと思いましたけれども、表現の中には概念が分か

りにくくて、一層の消費者の理解を促すというか、そういうものがあるのではないかとい

うふうに思いましたので、そういった点は御考慮いただくとよろしいのかなと思いました。

全体としての方向性は結構だと思っております。  

 以上です。  

○鹿野会長 ありがとうございました。  

 ただいま、齊木委員と沖野委員に、続けて御発言いただきましたが、今の点について事

務局から何かございますか。  

○食品監視課長 御意見、ありがとうございます。  

 全体としては消費者に対する啓発をもっとしっかりする必要があるという御意見と受け

止めました。私どもとしても、食品の安全に関するところを所管しているわけですけれど

も、リスクコミュニケーションという形で食品の様々なリスクに関するコミュニケーショ

ンを行政、消費者、事業者の三者で行うということを事業としていまして、様々なテーマ

でイベント的に実施しています。そういった中で、期限表示は非常に関心が高いところで

もございますので、テーマの一つとして、検討していきたいと考えているところでござい

ます。  

 最後、沖野委員からご意見のあった仕込み時について、補足をさせていただきますと、

例えばえびを原材料とすると、食品を製造する前のえびの重量と、完成したときのえびの

重量がかなり違うんですね。これは、えびから水が抜けて、えびが軽くなってしまうため

です。  

 メーカーとしては、出来上がりの水が抜けた、水が抜けて縮んだ状態のえびが完成品の

中で何％になるかということを予測するのは非常に難しいようです。そういったこともあ

りまして、原材料として使うときに、原材料全体の何％かという形で表示義務を課してい

るというものでございます。  

 以上でございます。  

○鹿野会長 ありがとうございました。仕込み時という概念を使われていることの意味に

ついても、御説明いただきましたが、沖野委員、何かございますか。  

○沖野委員 意味がよく分かりました。その意味のものを使うことの適否などもまた引き

続き御検討いただければと思います。ありがとうございます。  

○食品監視課長 承知しました。ありがとうございます。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  
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司会の不手際により、ほぼ時間がきているのですが、全体を通じて何かこれだけはという

ことがございましたら、御発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。角田委員、

お願いします。  

○角田委員 令和７年度の取組予定と基本計画の方向性と両方に関わるかと思われますが、

消費者の支払方法の多様化についての問題です。  

消費者の代金の支払い方法に関しては、キャッシュレス化が進んでおり、経済産業省の

調査によればキャッシュレス決済の割合が既に４割を超える状況になっています。決済手

段の多様化に加え、例えば、クレジットカードに決済代行やバーコード決済、決済プラッ

トフォームが連動するものなど、複雑化も進んでいます。  

 消費者トラブルにおいても、コンビニの後払いであるとか、キャリア決済など消費者保

護法の適用が難しいとされるものが増加したりしていますが、全体として消費者被害の未

然防止や回復のためには、キャッシュレス決済の仕組みや関連の法制度を知ることが不可

欠です。  

 現在、消費者委員会の専門調査会で検討もされているところですが、今後さらに浸透し

ていくことが予想され、重要な課題として位置づけて取り組んでいただければと思ってお

ります。  

 来年度の取組に、もしかしたら入っているのかもしれませんが、まずは消費者への啓発

の強化であるとか、消費生活相談員の研修、相談のアドバイス体制の整備などが考えられ、

ご検討いただければと思います。  

 最後に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。  

○鹿野会長 ありがとうございます。  

 御意見ということで、よろしいでしょうか。事務局、一言。  

○企画調整課長 ありがとうございました。  

 十分踏まえながら、各施策や事業の検討を進めてまいります。ありがとうございます。  

○鹿野会長 それでは、予定の時間も参りましたので、議論はここまでとさせていただき

たいと思います。  

 皆様、非常に貴重な御意見をありがとうございました。  

 最後の報告事項につきましては、本日の御意見を踏まえて、さらに御検討を進めていた

だきたいと思います。  

 また、その前に御議論いただいた議題については、本日の総会でいただいた御意見を今

後の部会での御検討に生かしていただきたいと思います。部会での検討の取りまとめ状況

については、またここで御報告いただけるものと思っております。  

 本日の議事は以上となります。  

 本日も熱心に御議論をいただきまして、大変ありがとうございました。  

 以上をもちまして、終了とさせていただきます。  
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（午後 ０時０２分 閉会） 


